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○平戸市放課後児童健全育成施設条例施行規則 

平成28年３月31日 

規則第36号 

改正 令和４年３月25日規則第11号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、平戸市放課後児童健全育成施設条例（平成28年平戸市条例第16号。

以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（使用許可の申請） 

第２条 条例第４条の規定による申請をするときは、放課後児童健全育成施設使用許可申

請書（様式第１号）によるものとする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 団体役員名簿 

(2) 在籍児童名簿 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（使用の許可） 

第３条 市長は、条例第４条の規定による使用の許可・不許可をしたときは、放課後児童

健全育成施設使用許可（不許可）通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（使用許可の取消） 

第４条 市長は、条例第９条の規定により使用許可を取り消したときは、放課後児童健全

育成施設使用取消通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

（報告義務及び責務） 

第５条 使用団体は、事件、事故、火災その他の災害等が発生したときは、直ちに市長に

報告するとともに、その災害等に係る被害を最小限に留めるよう努めなければならない。 

（補則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この規則は、条例の施行の日から施行する。 

附 則（令和４年３月25日規則第11号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

（一部改正〔令和４年規則11号〕） 

 


